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「みなとの匠」作成要領（案） 

 

「みなとの匠」は、以下に従い作成すること。 

 

１．紹介する「みなとの匠」についての留意事項に関して 

①「みなとの匠（以下：匠）」とは港湾･空港関連工事･業務を支える技術者等とす

る。なお、技術者等とは、受注者・協力会社を問わず当局及び他機関の港湾･空

港関連工事･業務（以下：関連工事･業務）を広く支える方々（技術者、技能

者、船員、事務員等）である。 

②掲載について匠本人･所属会社が承諾していること。 

③当局関連工事･業務以外は、当局ホームページ掲載について各発注者（協力会社

の場合は、受注者）の承諾を得ていること。 

④掲載する関連工事･業務は、着手から匠の掲載までに重大な工事事故や瑕疵修補

等がないこと。 

⑤匠が工事の技術者の場合は、原則として掲載資料の提出時点で、工期内である

こと。（業務の技術者も、履行期間内の方が望ましい。） 

⑥所属会社は掲載時点で指名停止、営業停止期間中でないこと。 

⑦１回の掲載に紹介できる匠は原則として１名とする。 

⑧一つの所属会社から、1件の関連工事･業務において複数回の掲載を行わないこ

と。 

 

２．掲載資料（写真、文書）等の留意点に関して 

①「匠の従事する関連工事･業務の魅力」や、「本人の仕事に対するこだわり」な

ど伝わる内容であること。また、「建設業に入職した動機」、「現場で感じた喜

び」、「誇りを持っている作業上の事柄」、「建設業界を目指す後輩へのメッセー

ジ」、「海の魅力」等を匠本人の言葉で情熱や想いを込めて伝える工夫をするこ

と。 

②使用する写真は、原則として施工･履行中のものとする。なお、業務等において

は、関連する完成工事写真等を用いることができる。ただし、関係者の承諾を

得ていること。 

③匠の紹介がメインであり、所属会社･団体の PRが過度に盛り込まれていないこ

と。 

④匠が従事する関連工事･業務の情報管理の視点において問題がないこと。 

また、工事安全管理等の視点において、不適切な写真・記載が含まれていないこ

と。 

⑤匠の紹介写真に集合写真を用いる場合は、本人が特定できる工夫をすること。

被写体となっている他者の了解を得るなど適切な対応を行うこと。 



（この要領は随時改定するため、（案）のまま運用する。） 

令和 5年 6月 14日施行 

令和 6年 1月 22日現在 

⑥掲載資料に含まれる情報は、著作権の問題がないこと。 

⑦工事名又は業務名、受注者名、氏名（職名）＋「私のこだわり（上述の２－①

参照）」「人柄に関する事項（趣味等）」＋「みなとの匠（紙面中にタイトルとし

て記載）」を最低限盛り込むこと。 

ただし、個別の関連工事･業務とせず広く支える立場での投稿は、「工事名又は業

務名」を省略できる。また「受注者名」は所属会社に変えて記載するものとす

る。 

なお、他機関発注の場合は、発注者名も記載すること。また広く関連工事･業務

を支える立場での掲載を希望する場合はその旨を伝える工夫をすること。 

⑧所属会社が自社ホームページに「働き方改革の取組」「人材育成の取組」「女性

活躍の取組」「ＳＤＧｓ」や「建設業の魅力発信（映像等も含む）」等を掲載し

ている場合、掲載先アドレスを記載しても良い。（会社ＨＰトップページへのリ

ンクは不可） 

⑨提出資料はＰＤＦファイル（Ａ４サイズ１ページ横スタイル）、オリジナルデー

タ（ホームページ投稿の加工用）及び別添『「みなとの匠」CHECK LIST』とす

る。 

⑩上記の留意点に包含されない、掲載内容の工夫やアイディア等がある場合は事

務局と協議するものとする。 

 

３．問い合わせ先及び提出先 

  不明な点等が生じた場合は、以下のみなとの匠事務局（以下：事務局）へ問い

合わせること。 

   

みなとの匠事務局：関東地方整備局 港湾空港部 港政課 広報担当 

 電話番号： 045-211-7406 

メール送信先 ：pa.ktr-takumi@gxb.mlit.go.jp 

 

４．その他 

①提出資料は、当局ホームページ「みなとの匠」への掲載のほか、関東地方整備

局港湾空港部及び所属会社･団体がリクルート等にも使用することを前提に企画

したものであり、作成にあたっては、創意工夫を加えるものとする。例えば、

匠が取得した資格や受賞した表彰（優良技術者表彰）等がある場合は、積極的

に紹介すること。本人の了解があれば出身校を記載しても良い。 

②事務局は、匠を当局ホームページに掲載したら、「Ｘ」で紹介するものとす

る。また、所属会社に連絡するものとし、所属会社は、自社ホームページ等で

リンクを紹介するなど、更なるＰＲを図るものとする。 

③若手技術者登用促進型により配置された技術者は、積極的に匠の投稿をするも

のとする。 

④現在将来の公共工事の品質確保、担い手の中長期的な確保・育成となるよう、
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作成要領等の修正意見アドバイスなど積極的に行うこと。 

⑤「みなとの匠」にて共有された個人情報等は、本取り組み以外には使用しない

こと。 

⑥本要領によらない特別企画などを行う際は、別途、団体を通じ案内する場合が

ある。 


